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河川整備基本方針に沿って定める
中期的な具体的な整備の内容 
（計画対象期間：２０～３０年程度） 

定める事項（河川法施行令第１０条の２） 

 当該水系に係る河川の総合的な保全と
利用に関する基本方針 

 河川の整備の基本となるべき事項 
• 基本高水並びにその河道及び洪水調節

施設への配分に関する事項 
• 主要な地点における計画高水流量、計

画高水位、計画横断形に係る川幅、流水
の正常な機能を維持するために必要な
流量に関する事項 

 

定める事項（河川法施行令第１０条の３） 

 河川整備計画の目標に関する事項 
 河川の整備の実施に関する事項 
• 河川工事の目的、種類及び施行の場所並

びに当該河川工事の施工により設置され
る河川管理施設の機能の概要 

• 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

 
 

 
 
 

 

河川整備基本方
針の案の作成 

河川整備基本方
針の決定・公表 

（一級河川） 
社会資本整備審議会 

河川法第１６条 

意見聴取 

河川法第１６条の２ 

河川整備計画
の案の作成 

河川整備計画
の決定・公表 

学識経験者 

関係住民 

意見聴取 

意見を反映させるた
めに必要な措置 

意見聴取 

（一級河川） 
関係都道府県知事 

資料-３ 
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安倍川水系河川整備計画の策定経緯 

 学識経験者等からのご意見を聞く場として「安倍川流域委員会」を平成１５年８月に設立し、平成１９年には「住民意見
交換会」を開催。静岡県知事へ意見照会等を経て、平成２０年３月に「安倍川水系河川整備計画」を公表した。 

出典：安倍川水系河川整備計画パンフレット  2 



安倍川水系河川整備計画の変更内容 ① 
 「安倍川水系河川整備計画」を公表した平成２０年３月当時は、「安倍川総合土砂管理計画」の策定に向け、「安倍川

総合土砂管理計画検討委員会（平成１９年３月設立）」より助言を得て検討を進めている段階であった。 
 

※「安倍川水系河川整備計画H20.3.27」の抜粋 
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安倍川水系河川整備計画の変更内容 ② 
 「安倍川総合土砂管理計画」における各領域での事業メニューは以下のとおりである。 
 「総合土砂管理計画」全体の議論をする中で、土砂管理対策の具体的な内容については、「安倍川総合土砂管理計

画フォローアップ委員会」での助言を受け決定する。 
 必要に応じて、「安倍川水系河川整備計画」等の河川の整備の実施に関する事項について変更を行う。 

※「安倍川総合土砂管理計画H25.7」の抜粋 
※資料の青枠箇所は、河川事業に該当する箇所 
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安倍川水系河川整備計画の変更手続き 

 「安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会」からの助言により、河川整備計画を変更する場合に
おいては「安倍川水系河川整備計画（変更（案））」を作成するための、河川法第１６条の２第３項におけ
る、学識経験者への意見聴取とする。 

 なお、専門の異なる分野の学識経験者等からの意見聴取が必要な場合は、別途、実施することとする。 

河川法第１６条の２ 

河川整備計画（変更（案））   
の作成 

河川整備計画（変更）   
の決定・公表 

学識経験者 

関係住民 

関係都道府県知事 

意見聴取 

意見聴取 

「安倍川総合土砂管理計画フォローアップ
委員会」等 

パブリックコメント、資料縦覧等（予定） 

 
 

 

意見を反映させるために必要な措置 

5 

必要に応じて実施 
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